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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湿潤シートを収納する容器本体と、この容器本体又は容器本体の着脱部材に設けられた
湿潤シートの取出口と、この取出口を開閉する上記容器本体又は上記着脱部材にヒンジ結
合された開閉蓋とを具備した保湿容器において、上記容器本体又は上記着脱部材に上記取
出口より大きい開口部が形成され、上記取出口が弾性を有した軟質材製の半球体にスリッ
ト状の切れ線として形成され、この半球体が上記開口部に被せられ、上記開閉蓋がその閉
時に当接して上記取出口を密閉するパッキン部材が上記半球体の周囲に設けられ、上記半
球体を保持した環状の嵌合部材が上記容器本体又は上記着脱部材と嵌合することにより、
上記パッキン部材がこの嵌合部材と上記容器本体又は上記着脱部材との間に挟持されたこ
とを特徴とする保湿容器。
【請求項２】
　湿潤シートを収納する容器本体と、この容器本体又は容器本体の着脱部材に設けられた
湿潤シートの取出口と、この取出口を開閉する上記容器本体又は上記着脱部材にヒンジ結
合された開閉蓋とを具備した保湿容器において、上記容器本体又は上記着脱部材に上記取
出口より大きい開口部が形成され、上記取出口が弾性を有した軟質材製の半球体にスリッ
ト状の切れ線として形成され、この半球体が上記開口部に被せられ固定され、上記開閉蓋
がその閉時に当接して上記取出口を密閉するパッキン部材が上記半球体の周囲に設けられ
、上記パッキン部材は上記半球体と一体成形されたことを特徴とする保湿容器。
【請求項３】
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　請求項１又は請求項２に記載の保湿容器において、上記パッキン部材に密着しうる環状
突起が上記開閉蓋に形成されたことを特徴とする保湿容器。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の保湿容器において、上記着脱部材が、上記容
器本体に形成された湿潤シートの重畳体又はロールの挿入口を開閉する蓋体であることを
特徴とする保湿容器。
【請求項５】
　請求項２に記載の保湿容器において、開閉蓋を常時開方向に付勢するバネ部材が上記パ
ッキン部材及び上記半球体と一体成形されたことを特徴とする保湿容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェットティッシュ等の湿潤シートを収納する保湿容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェットティッシュ等の湿潤シートを収納する保湿容器は、湿潤シートを収納する容器
本体と、この容器本体に形成された湿潤シートの取出口と、この取出口を開閉する容器本
体にヒンジ結合された開閉蓋とを具備する。湿潤シートは、その多数のものがＺ字状に折
られ、隣り合うもの同士で折れ部が互いに他方の間に入り込むように積み重ねられた状態
で容器本体内に収納され、あるいは連続状の湿潤シートが一定間隔で入れられた切取線上
でジグザグ折りされた状態で容器本体内に収納され、あるいは切取線が所定間隔で設けら
れた連続シートがロール状に巻き取られた状態で容器本体内に収納される。最上位の湿潤
シート又は始端側の湿潤シートを取出口から引き出すと、これに連なるように後続の湿潤
シートの先端部分が取出口から引き出され、取出口の端に引っ掛かって停止する。以後同
様にして湿潤シートが一枚ずつ取出口から取り出される。
【０００３】
　また、この種の保湿容器の開閉蓋は、湿潤シートに含浸したアルコール等の薬液、水等
が蒸散しないように、湿潤シートの取出口の周辺部に密着するように、パッキン部材と共
に設けられる（例えば、特許文献１，２，３，４，５参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－４９２０６号公報
【特許文献２】特開２０００－１４２８４２号公報
【特許文献３】特開２００１－２２５８７９号公報
【特許文献４】特表２００２－５２９３２２号公報
【特許文献５】特開２００４－２９９７６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ウェットティッシュ等の湿潤シートの先行するものが取出口から取り出されると、後続
のものが先行するものに引きずられて取出口の縁に引っかかって停止し待機状態に保持さ
れる。ところが、取出口が大面積であるとか、円形等単純な形状であったりすると、後続
の湿潤シートが容器本体内に落下し、次回の湿潤シートの取り出しが面倒になる。そのた
め、後続の湿潤シートの先端部が取出口に適正に保持されるように、従来の保湿容器の取
出口は小面積に形成され（例えば、特許文献２参照。）、あるいは取出口の縁に湿潤シー
トの先端部を掛けるための突起等が形成される（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
　ところが、従来の取出口は後続の湿潤シートを待機位置に保持することができるが、取
出口が容器本体の硬い壁に形成されるので、湿潤シートを取り出そうとするときに、取出
口から覗く湿潤シートの先端部を指で摘み難く、また、取り出す際に湿潤シートが取出口
側に強い力で拘束されるので、湿潤シートに引きずられ容器本体が持ち上げられ、結局片
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手で容器本体を掴み、他方の手で湿潤シートを取り出さざるを得なくなるという問題があ
る。その場合、汚れた手で容器を押さえることになるので、容器が汚れるという問題も生
じる。
【０００７】
　また、開閉蓋を常時開方向に付勢するバネ部材、開閉蓋による容器本体の密閉性を高め
るためのパッキン部材等を保湿容器に設けるとすると、保湿容器の構造が複雑化し、部品
点数や組立工数が増加するという問題がある。
【０００８】
　本発明はこのような問題を解消することができる保湿容器を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明は次のような構成を採用する。
【００１０】
　すなわち、請求項１に係る発明は、湿潤シート（８）を収納する容器本体（１）と、こ
の容器本体（１）又は容器本体（１）の着脱部材（１８ａ）に設けられた湿潤シート（８
）の取出口（２）と、この取出口（２）を開閉する上記容器本体（１）又は上記着脱部材
（１８ａ）にヒンジ結合された開閉蓋（３）とを具備した保湿容器において、上記容器本
体（１）又は上記着脱部材（１８ａ）に上記取出口（２）より大きい開口部（１ｄ）が形
成され、上記取出口（２）が弾性を有した軟質材製の半球体（６）にスリット状の切れ線
として形成され、この半球体（６）が上記開口部（１ｄ）に被せられ、上記開閉蓋（３）
がその閉時に当接して上記取出口（２）を密閉するパッキン部材（１２）が上記半球体（
６）の周囲に設けられ、上記半球体（６）を保持した環状の嵌合部材（７）が上記容器本
体（１）又は上記着脱部材（１８ａ）と嵌合することにより、上記パッキン部材（１２）
がこの嵌合部材（７）と上記容器本体（１）又は上記着脱部材（１８ａ）との間に挟持さ
れたことを特徴とする。また、請求項２に係る発明は、湿潤シート（８）を収納する容器
本体（１）と、この容器本体（１）又は容器本体（１）の着脱部材（１８ａ）に設けられ
た湿潤シート（８）の取出口（２）と、この取出口（２）を開閉する上記容器本体（１）
又は上記着脱部材（１８ａ）にヒンジ結合された開閉蓋（３）とを具備した保湿容器にお
いて、上記容器本体（１）又は上記着脱部材（１８ａ）に上記取出口（２）より大きい開
口部（１ｄ）が形成され、上記取出口（２）が弾性を有した軟質材製の半球体（６）にス
リット状の切れ線として形成され、この半球体（６）が上記開口部（１ｄ）に被せられ固
定され、上記開閉蓋（３）がその閉時に当接して上記取出口（２）を密閉するパッキン部
材（１２）が上記半球体（６）の周囲に設けられ、上記パッキン部材（１２）は上記半球
体（６）と一体成形されたことを特徴とする。
【００１３】
　また、上記保湿容器において、パッキン部材（１２）に密着しうる環状突起（３ｂ）を
開閉蓋（３）に形成してもよい。
【００１４】
　また、上記保湿容器において、着脱部材（１８ａ）を、容器本体（１８）に形成された
湿潤シート（８）の重畳体（５）又はロール（４）の挿入口を開閉する蓋体とすることが
できる。
【００１５】
　また、上記保湿容器において、開閉蓋（３）を常時開方向に付勢するバネ部材（１０）
をパッキン部材（１２）及び半球体（６）と一体成形してもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、湿潤シート（８）を滑らかに取出口（２）から引き出すことができ、
しかもこの引き出し操作を片手で行うことが可能となる。また、この後続の湿潤シート（
８）を取り出す際にその先端部（８ａ）を指で摘みやすくなる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　＜実施の形態１＞
　図１乃至図４に示すように、この保湿容器は、湿潤シートを収納する容器本体１と、こ
の容器本体１に形成された湿潤シートの取出口２と、この取出口２を開閉する容器本体１
にヒンジ結合された開閉蓋３とを具備する。
【００１９】
　容器本体１は、たとえば合成樹脂により筒形に形成される。具体的には、この容器本体
１は横断面が略円形の筒体として形成されるが、角筒形等所望の形状とすることができる
。容器本体１の略円形の底壁１ａは容器本体１の周壁に対し凹凸縁１ｂを介して着脱自在
に嵌合する。凹凸縁１ｂの嵌合により、容器本体１内が密封状態に保たれる。凹凸縁１ｂ
の嵌合を解除してこの底壁１ａを外すことにより、容器本体１内に湿潤シートを収納する
ことができる。
【００２０】
　図７に示すように、湿潤シート８は、切取線４ａが所定間隔で設けられた連続シートが
巻き取られたロール４として容器本体１内に収納される。あるいは、湿潤シート８は、図
８に示すように、切取線が所定間隔で設けられた連続シートが切取線上でジグザグに折り
畳まれた重畳体５として容器本体１内に収納される。湿潤シート８の重なったものの全体
には、アルコール等の薬液、水等が含浸している。この湿潤シート８の重なったものは当
初図示しない袋内に詰められた状態で保湿容器の容器本体１内に収納される。湿潤シート
８を保湿容器から一枚ずつ取り出す際に袋が容器本体１から取り出され、開封された後に
中味の湿潤シート８の重なったもののみ又は開封された袋とともに容器本体１内に戻され
る。
【００２１】
　図１乃至図４に示すように、容器本体１の上端は天壁１ｃで閉じられ、この天壁１ｃに
は、図２乃至図４に示すように取出口２より大きい開口部１ｄが取出口２を取り囲むよう
に形成される。
【００２２】
　開口部１ｄは湿潤シート８が容易に通過しうる大きさで形成される。この実施の形態１
では略円形に形成されるが、他の形状とすることもできる。
【００２３】
　取出口２は、半球体６にスリット状の切れ線として形成される。半球体６は、弾性を有
した軟質材で薄肉に形成される。軟質材としては、シリコンゴム、エラストマー等を用い
ることができ、望ましくはガスバリア性、水蒸気バリア性のある材料が使用される。
【００２４】
　半球体６は、容器本体１の天壁１ｃに開口部１ｄを覆うように被せられ、所定の固定手
段により容器本体１の天壁１ｃに固定される。具体的には、図５に示すように、半球体６
は、その周縁に連結された嵌合部材７が、天壁１ｃの開口部１ｄに環状に形成されたリム
１ｅと嵌合することにより、天壁１ｃに固定される。例えば嵌合部材７は半球体６と二色
成形（ダブルモールド）により一体化成形することができる。また、嵌合部材７を半球体
６と別個に成形しておき、嵌合部材７をリム１ｅと嵌合させて両者間で半球体７の周縁を
挟み込むようにしてもよい。
【００２５】
　取出口２となる切れ線は、望ましくは半球体６の頂点を通る大円上に形成される。これ
により、取出口２が半球体６及び開口部１ｄの略中央に位置決めされる。
【００２６】
　上述したように、半球体６は弾性のある軟質材で作られていることから、図６に示すよ
うに、取出口２は容易に拡開して湿潤シート８の通り抜けを許容し、湿潤シート８が通過
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した後は直ちに口を閉じて容器本体１内を密閉する。半球体６の弾性変形により生じる力
は弱いので、湿潤シート８を引く力によって容器本体１が持ち上げられるようなことはな
く、湿潤シート８は円滑に取出口２を天壁１ｃの上方へと通過する。そして、後続する湿
潤シート８の先端部８ａが取出口２のやや先の待機位置まで引き出されて取出口２に挟ま
れた状態で停止し、容器本体１内に落下しないように保持される。また、取出口２が後続
する湿潤シート８の先端部８ａを挟んだまま閉じるので、湿潤シート８の含浸液の揮散が
防止される。
【００２７】
　なお、湿潤シート８の取り出しは、図６中二点鎖線で示すように、半球体６の片半分６
ａを容器内部側に反転させた状態でも行うことができる。この場合は、湿潤シート８を取
出口２外により円滑に引き出すことができる。また、半球体６の片半分６ａと嵌合部材７
との境界には半球体６よりも更に薄肉の凸条２０が必要に応じて設けられる。この凸条２
０の存在により半球体６の片半分６ａは図５中の実線で示す上昇位置と二点差線で示す下
降位置との間でより円滑に屈曲反転させることができる。半球体６の片半分６ａの縁には
、この片半分６ａを下降位置から上昇位置へと引き戻す際に指を掛けるためのつまみ片１
９が必要に応じて設けられる。
【００２８】
　図３乃至図５に示すように、開閉蓋３は、天壁１ｃ上の半球体６を上方から覆うように
設けられる。天壁１ｃにおける半球体６の周辺は凹状に形成され、開閉蓋３は半球体６を
この凹部ごと覆う。開閉蓋３は、図５及び図６に示すように、その後部が天壁１ｃの後部
にヒンジピン９を介して連結される。開閉蓋３はこのヒンジピン９を介して上下方向に回
動可能であり、このヒンジピン９を支点に回動することにより、半球体６を隠蔽し又は開
放する。
【００２９】
　また、開閉蓋３の後部と天壁１ｃの後部との間には、開閉蓋３を常時開方向に付勢する
バネ部材１０がヒンジピン９に対応するように介装される。バネ部材１０は、上記半球体
６と同じ弾性を有する軟質材で形成される。バネ部材１０は、必要に応じて半球体６と一
体で成形される。図５に示すように、このバネ部材１０がヒンジピン９の近傍で開閉蓋３
と天壁１ｃとの間に屈曲状態で介装される。バネ部材１０の作用により、開閉蓋３はヒン
ジピン９を支点にして常時上方向に回動して半球体６を露出させようとする。
【００３０】
　図５及び図６に示すように、この保湿容器には開閉蓋３を閉状態に保持するためのロッ
ク手段が設けられる。具体的には、開閉蓋３の前端部にロック片１１が開閉蓋３と一体的
に設けられる。開閉蓋３が閉まった状態では、開閉蓋３のロック片１１が容器本体１の側
壁の一部を切り欠いた係止片２１に引っ掛かることにより閉状態が維持される。係止片２
１を指で押すことでロックが外れ、開閉蓋３はバネ部材１０の弾性作用によりヒンジピン
９の回りを上方向に回動し、半球体６を露出させる。
【００３１】
　また、図５及び図６に示すように、開閉蓋３がその閉時に当接して取出口２を密閉する
パッキン部材１２が半球体６の周囲に設けられる。具体的には、パッキン部材１２は開口
部１ｄのリム１ｅを囲むように天壁１ｃ上に載せられ、嵌合部材７により天壁１ｃ上に押
圧保持される。
【００３２】
　パッキン部材１２は、弾性を有する軟質材で成形される。望ましくは、パッキン部材１
２はバネ部材１０と同じ材料で一体成形される。
【００３３】
　開閉蓋３の内面には、パッキン部材１２に対応するように、押圧部３ｂが環状リブとし
て形成される。開閉蓋３が閉じられると、図５に示すように、押圧部３ｂがパッキン部１
２を天壁１ｃ側に押圧し、これにより取出口２の回りはより高度に密封され、湿潤シート
８からの含浸液の揮散が防止される。
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【００３４】
　次に、上記構成の保湿容器の作用について説明する。
【００３５】
　湿潤シート８は当初多数枚積み重ねられた状態で袋内に詰められ、保湿容器の容器本体
１内に収納された状態で販売される。
【００３６】
　使用者は、購入当初容器本体１の底壁１ａを外して袋を取り出し、袋を開いて湿潤シー
ト８の重畳体５又はロール４を取り出し、この重畳体５又はロール４を容器本体１内に収
納し、湿潤シート８の先端部８ａを取出口２から容器本体１外へと引き出し、再び底壁１
ａで容器本体１を閉じ、開閉蓋３を閉じる。
【００３７】
　湿潤シート８を使用する場合、ロック片１１に指を掛けて開閉蓋３のロックを解除する
。開閉蓋３はバネ部材１０の復元力により自動的に上方に回動し、半球体６の上面を開放
する。
【００３８】
　使用者は、半球体６の取出口２から覗く湿潤シート８の先端部８ａを指で摘んで取出口
２から容器本体１外に引き出す。
【００３９】
　湿潤シート８は取出口２から引き出されつつ、その縁に扱かれる。これにより、アルコ
ール等の余剰の含浸液が容器本体１内に戻される。また、取出口２が形成された半球体６
は弾性を有する軟質材で形成されているので、湿潤シート８の取り出しの際、容易に変形
する。この半球体６の弾性変形により生じる力は湿潤シート８を引っ張る力に比べて極め
て小さいので、湿潤シート８を引く力によって容器本体１が持ち上げられるようなことは
なく、湿潤シート８は円滑に取出口２外に引き出される。
【００４０】
　この先行する湿潤シート８が引き出されると、後続する湿潤シート８の先端部８ａが取
出口を少しばかり過ぎた待機位置まで引き出されて停止する。これにより、湿潤シート８
の先端部８ａは半球体６の取出口２の縁に保持され、容器本体１内への落下が防止される
。
【００４１】
　なお、図６中、二点鎖線で示すように、半球体６の片半分６ａを容器本体１の内部側に
反転させた状態で湿潤シート８を引き出すこともできる。この場合は、湿潤シート８をよ
り円滑に取出口２から引き出すことができる。
【００４２】
　湿潤シート８がそれ以上必要でない場合は、使用者により開閉蓋３が閉じられる。使用
者が開閉蓋３をバネ部材１０の付勢力に抗して閉じると、開閉蓋３のロック片１１が容器
本体１の外壁面に引っ掛かり、これにより開閉蓋３が閉状態に保持される。
【００４３】
　開閉蓋３が閉じると、図５に示すように、取出口２の回りが密封され、湿潤シート８の
含浸液の揮散が防止され、さらには取出口２からの容器本体１内における湿潤シート８の
含浸液の揮散が防止される。
【００４４】
　＜実施の形態２＞
　図９に示すように、この実施の形態２の保湿容器では、容器本体１４が略直方体に形成
される。また、取出口２が半球体６にスリット状又はスロット状に形成される。開閉蓋３
は容器本体１４にインテグラルヒンジにより連結される。
【００４５】
　この保湿容器には、図８に示した湿潤シート８がジグザグに積み重ねられたものが収納
され、或いは多数の湿潤シート８がＺ字状に折られ、隣り合うもの同士で折れ部が互いに
他方の間に入り込むように積み重ねられたものが収納される。



(7) JP 4921109 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

【００４６】
　なお、この実施の形態２において実施の形態１のものと同じ部分には同一符号を付して
示すこととし、重複した説明を省略する。
【００４７】
　＜実施の形態３＞
　図１０に示すように、この実施の形態３では、実施の形態１の場合と異なり、容器本体
１８の着脱部材１８ａに半球体６が取り付けられ、この半球体６に湿潤シート８の取出口
２が形成され、この取出口２を開閉する開閉蓋３が着脱部材１８ａに連結される。
【００４８】
　着脱部材１８ａは、具体的には容器本体１８に形成された湿潤シート８の重畳体５又は
ロール４の挿入口を開閉するための蓋体である。この場合、この蓋体は容器本体１８にネ
ジ、凹凸嵌合等の適宜手段により取り付けられている。
【００４９】
　なお、この実施の形態３において実施の形態１のものと同じ部分には同一符号を付して
示すこととし、重複した説明を省略する。
【００５０】
　＜実施の形態４＞
　図１１に示すように、この実施の形態４では、実施の形態１～３の場合と異なり、半球
体６、パッキン部材１２、バネ部材１０の三者が、例えばシリコン樹脂で一体成形されて
いる。これにより、半球体６、パッキン部材１２及びバネ部材１０を保湿容器に速やかに
且つ正確に組み込むことができる。
【００５１】
　なお、この実施の形態４において実施の形態１のものと同じ部分には同一符号を付して
示すこととし、重複した説明を省略する。
【００５２】
　本発明は以上説明したように構成されるが、上記実施の形態１，２，３に限定されるも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る保湿容器を開閉蓋の開いた状態で示す斜視図である
。
【図２】図１に示す保湿容器を開閉蓋の閉じた状態で示す平面図である。
【図３】図２中、ＩＩＩ－ＩＩＩ線矢視断面図である。
【図４】図２中、ＩＶ－ＩＶ線矢視断面図である。
【図５】図３中、要部の拡大図である。
【図６】図５中、開閉蓋を開いた状態で示す拡大図である。
【図７】湿潤シートを巻き取ったロールから湿潤シートを取り出している状態を示す斜視
図である。
【図８】湿潤シートをジグザグ折りした重畳体から湿潤シートを取り出している状態を示
す斜視図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る保湿容器を開閉蓋の開いた状態で示す斜視図である
。
【図１０】本発明の実施の形態３に係る保湿容器を開閉蓋の開いた状態で示す斜視図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態４に係る保湿容器を示す図５と同様な拡大図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１…容器本体
　１ｄ…開口部
　２…取出口
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　３…開閉蓋
　３ｂ…環状突起
　４…ロール
　５…重畳体
　６…半球体
　７…嵌合部材
　７ｂ…環状突起
　８…湿潤シート
　９…ヒンジ
　１０…バネ部材
　１２…パッキン部材
　１８…容器本体
　１８ａ…着脱部材

【図１】 【図２】
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【図９】
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